
第五次子どもプラン武蔵野の策定について 

 

１．計画の位置づけ 

本プランは、第四次子どもプラン武蔵野の成果を引き継ぎつつ、第六期長期計画の分野別アクションプラン（実

施計画）として策定するもので、平成 24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づく市町村子ども・

子育て支援事業計画や「次世代育成支援対策推進法」の行動計画等を包含して策定する。また、第六期長期計画

の「子ども・教育」分野だけでなく、「健康・福祉」や「緑・環境」、「都市基盤」等の分野も含め、子どもに関

わるすべての施策・事業を計画に取り込む。 

策定にあたっては、第六期長期計画と整合性を取りながら、関連する学校教育計画、健康福祉総合計画等の各

種計画、委員会報告等を踏まえるほか、多様な市民参加を得るため、各種アンケートやヒアリング、ワークショ

ップ等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の期間 

 平成32年度から36年度までの５年間とする。 

 

３．計画の対象 

 本プランは、武蔵野市に居住する 18歳までのすべての子どもと子育て家庭を対象とするほか、妊娠中の方や

そのご家庭、地域で子育て支援活動を行っている市民・団体を対象とする。 

 

４．計画策定の方法 

(1) 子ども施策推進本部による策定 

   計画案の策定作業は、子ども施策推進本部（子ども部会・教育部会、ワーキングスタッフを含む） 

で行い、市長が決定する。 

(2) 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会との意見交換 

   子どもプラン推進地域協議会は、計画策定に関する事項について調査審議し、又は意見を述べる。 

（関連計画） 

・アンケート調査（ニーズ調査・青少年調査・ひとり親家庭

調査・子ども生活実態調査） 

・利用者ヒアリング 

・ワークショップ（関連団体・保護者・中高生） 

・パブリックコメント 

 

子どもプラン武蔵野 
・学校教育計画 

・公共施設等総合管理計画 

・健康福祉総合計画 

・健康推進計画･食育推進計

画 

・緑の基本計画 など 

 

・子ども・子育て支援法 

「市町村子ども・子育て支

援事業計画」 
 
・次世代育成支援対策推進

法「行動計画」 
 
・母子及び父子並びに寡婦

福祉法「自立促進計画」 

など 

 

武蔵野市長期計画 
（包含される計画・根拠法） 

資料 １ 

平成 30 年７月 20 日 

第 2 回子どもプラン推進地域協議会 


